
第

六

百

二

十

九

号

令

和

七

年

十

月

十

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

防

災

課)

四
四
五
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

四
四
八

○
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

子
ど
も
家
庭
課)

四
四
八

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

(

農
地
整
備
課)

四
四
八

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
廃
止
処
理
計
画
の
決
定

(

同

)

四
四
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(
可
茂
農
林
事
務
所)

四
四
九

規

則

岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
七
十
九
号

岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

総
理
府
令｣

を｢

総
理
庁
令｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中｢

令
第
五
条
の
実
費
弁
償
に
関
し
て
必
要
な
事
項｣

を｢

法
第
七
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
実
費
弁
償｣

に
、｢

別
表
第
二
の｣

を｢

別
表
第
二
に
定
め
る｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２

法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
実
費
弁
償
は
、
救
助
の
種
類
ご
と
に
、
別
表
第
一
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
行
う
。

別
表
第
一
中｢

第
三
条
関
係｣

を｢

第
三
条
、
第
九
条
関
係｣

に
改
め
、
同
表
一
第
一
号
四�
中｢

福

祉
避
難
所(

高
齢
者
、
障
害
者
等(

以
下｢

高
齢
者
等｣

と
い
う
。)

で
あ
つ
て
避
難
所
で
の
避
難
生

活
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
も
の
に
供
与
す
る｣

を｢

法
第
二
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
福

祉
避
難
所(

主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
そ
の
他
の
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
を
滞
在
さ
せ
る

も
の
で
あ
つ
て
、
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令(

昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号)

第
二
十
条
の

六
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る｣

に
改
め
、｢

を
い
う｣

の
下
に｢

。
以
下

同
じ｣

を
加
え
、
同
表
一
第
二
号
一��
中｢

高
齢
者
等｣

を｢

高
齢
者
、
障
害
者
等｣

に
改
め
、
同
表

十
二
第
一
号
中
四�
を
削
り
、
七�
を
八�
と
し
、
六�
を
七�
と
し
、
五�
を
六�
と
し
、
三�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
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え
る
。四�

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

五�
炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給

別
表
第
一
中
十
二
を
十
三
と
し
、
六
か
ら
十
一
ま
で
を
七
か
ら
十
二
ま
で
と
し
、
五
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

六

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

１

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
災
害
に
よ
り
現
に
被
害
を
受
け
、
避
難
生
活
に
お
い
て
配
慮
を
必

要
と
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
そ
の
他
の
者(

以
下｢

災
害
時
要
配
慮
者｣

と
い
う
。)

に
対
し
て
、
応
急
的
に
行
う
。

２

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
都
道
府
県
知
事
等(

法
第
三
条
に
規
定
す
る｢

都
道
府
県
知
事
等｣

を
い
う
。)

又
は
災
害
発
生
市
町
村
等(
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る｢

災
害
発
生
市
町
村
等｣

を

い
う
。)

の
長
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
行
う
。

３

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
次
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
。

一�
災
害
時
要
配
慮
者
に
関
す
る
情
報
の
把
握

二�
災
害
時
要
配
慮
者
か
ら
の
相
談
対
応

三�
災
害
時
要
配
慮
者
に
対
す
る
避
難
生
活
上
の
支
援

四�
災
害
時
要
配
慮
者
の
避
難
所
へ
の
誘
導

五�
福
祉
避
難
所
の
設
置(

法
第
二
条
第
二
項
に
基
づ
き
設
置
す
る
場
合
を
除
く
。)

４

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
た
め
支
出
す
る
費
用
は
、
前
号
一�
か
ら
四�
ま
で
の
場
合
は
消
耗
器
材

費
又
は
器
物
の
使
用
謝
金
、
借
上
費
若
し
く
は
購
入
費
と
し
て
当
該
地
域
に
お
け
る
通
常
の
実
費

と
し
、
同
号
五�
の
場
合
は
消
耗
器
材
費
、
建
物
の
使
用
謝
金
、
器
物
の
使
用
謝
金
、
借
上
費
又
は

購
入
費
、
光
熱
水
費
並
び
に
仮
設
便
所
等
の
設
置
費
と
し
て
当
該
地
域
に
お
け
る
通
常
の
実
費
と

す
る
。

５

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
実
施
す
る
期
間
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
七
日
以
内
と
す
る
。

別
表
第
二
令
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
者
の
項
中｢

第
四
号｣

を｢

第
五
号｣

に
改
め
、
同
表
令
第
四
条
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
規
定
す
る
者
の
項
中｢

第
四
条
第
五
号
か
ら
第

十
号｣

を｢

第
四
条
第
六
号
か
ら
第
十
一
号｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
令

和
七
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

岐
阜
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
八
十
号

岐
阜
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
栄
養
士
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中｢(

法
第
二
条
第
一
項
の
栄
養
士
の
養
成
施
設
及
び
法
第
五
条
の
三
第
四
号
に
規
定
す
る

管
理
栄
養
士
養
成
施
設
に
関
す
る
書
類
を
除
く
。)｣

を
削
る
。

第
七
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
八
十
一
号

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
四
及
び
第
十
六
条
の
五
中｢

第
十
二
条
第
一
項｣

の
下
に｢

又
は
第
三
項｣

を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
六
中｢同

条
第
１
項
第
１
号
｣

を｢同
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
３
項
｣

に
、｢同
条
第
１
項
第
２
号
｣

を｢同
条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
３
項
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
七
中｢同

条
第
１
項
第
１
号
｣

を｢同
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
３
項
｣

に
、｢同

条
第
１
項
第
２
号
｣

を｢同
条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
３
項
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。令

和
七
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

地
区
名

み
な
み
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
七
年
十
月
十
日
か
ら

令
和
七
年
十
月
三
十
日
ま
で
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○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。令

和
七
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業(

農
道
整
備)

地
区
名

関
ケ
原
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
七
年
十
月
十
日
か
ら

令
和
七
年
十
月
三
十
日
ま
で

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
廃
止
処
理
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
八
条
第
十

九
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
廃
止
処
理
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
廃
止
処
理
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
廃
止
処
理
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以

内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
廃
止
処
理
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る
者
は

岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
廃
止
処
理
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
廃
止
処
理
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業

地
区
名

石
田
第
一
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
七
年
十
月
十
日
か
ら

令
和
七
年
十
月
三
十
日
ま
で

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

坂
祝
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

令
和�･�･��
理
事

伊

藤

敬

宏

加
茂
郡
坂
祝
町
酒
倉

八
二
五
番
地
二
九

同

苅

谷

幹

治

加
茂
郡
坂
祝
町
酒
倉

七
七
九
番
地

同

三

品

栄

二

加
茂
郡
坂
祝
町
大
針

九
〇
七
番
地
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同

兼

松

幸

史

加
茂
郡
坂
祝
町
黒
岩

九
三
九
番
地
二

同

若

井

俊

春

加
茂
郡
坂
祝
町
深
萱

四
〇
番
地

同

小

島

利

成

加
茂
郡
坂
祝
町
勝
山

二
二
四
番
地

監
事

小

栗

昭�
加
茂
郡
坂
祝
町
酒
倉

九
二
番
地
四

同

兼

松

和

幸

加
茂
郡
坂
祝
町
酒
倉

七
一
九
番
地

同

村

瀬

宏

明

加
茂
郡
八
百
津
町
和
知
一
七
八
八
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

坂
祝
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

令
和�･�･��
理
事

伊

藤

敬

宏

加
茂
郡
坂
祝
町
酒
倉

八
二
五
番
地
二
九

同

苅

谷

雄

二

加
茂
郡
坂
祝
町
酒
倉

七
九
一
番
地
一

同

三

品

栄

二

加
茂
郡
坂
祝
町
大
針

九
〇
七
番
地

同

兼

松

幸

史

加
茂
郡
坂
祝
町
黒
岩

九
三
九
番
地
二

同

渡

邉

栄

次

加
茂
郡
坂
祝
町
深
萱

六
四
三
番
地

同

小

島

基

博

加
茂
郡
坂
祝
町
勝
山

二
一
九
番
地
一

同

松

田

律

子

加
茂
郡
坂
祝
町
大
針

八
六
八
番
地

監
事

兼

松

和

幸

加
茂
郡
坂
祝
町
酒
倉

七
一
九
番
地

同

纐

纈

温

旨

加
茂
郡
坂
祝
町
黒
岩

八
九
一
番
地
三

同

三

品

智

裕

加
茂
郡
坂
祝
町
取
組

四
七
一
番
地
三
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